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１．はじめに
　本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、イタリア
の知的財産制度のうち、実用新案制度、意匠制度を
中心に解説する。

２．総論
　イタリアには、主要な知的財産制度を包括的に規

定する知的財産法が制定されており、特許、実用新
案、意匠、商標、秘密情報のほか、地理的及び原産
地表示、半導体集積回路の回路配置、植物新品種な
どに関する規定が置かれている。
　イタリアの実用新案法、意匠法の歴史を遡ると、
1580年、フィレンツェの織物組合の規則において、
新規の意匠考案者には、２年間これを専用する権利
が付与されていた。これは、世界で最初のフランス
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